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議 案 番 号 議　　　案　　　名 頁

議案第７１号 令和７年度能登町一般会計補正予算（第２号） 別冊

議案第７２号 令和７年度能登町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 別冊

議案第７３号 令和７年度能登町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 別冊

議案第７４号 令和７年度能登町介護保険特別会計補正予算（第１号） 別冊

議案第７５号 令和７年度能登町下水道事業会計補正予算（第１号） 別冊

議案第７６号 能登町地区集会所等条例の一部を改正する条例について 　４頁

議案第７７号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 　８頁

議案第７８号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について １３頁

議案第７９号 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について １９頁

議案第８０号 能登町ビジネスホテル誘致条例の制定について ２１頁

議案第８１号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について ２３頁

議案第８２号 能登町税条例の一部を改正する条例について ２６頁

議案第８３号 能登町都市計画税条例の一部を改正する条例について ３７頁

令和７年 第７回能登町議会９月定例会議　議案
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議 案 番 号 議 案 名 頁

議案第８４号 能登町農業委員会の委員等の定数に関する条例の一部を改正する条例について ４０頁

議案第８５号 能登町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について ４２頁

議案第８６号 請負契約の締結の変更について ４５頁

議案第８７号 請負契約の締結の変更について ４６頁

議案第８８号 請負契約の締結の変更について ４７頁

議案第８９号 請負契約の締結の変更について ４８頁

議案第９０号 請負契約の締結について ４９頁

認定第１号 令和６年度能登町一般会計歳入歳出決算の認定について ５０頁

認定第２号 令和６年度能登町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について ５１頁

認定第３号 令和６年度能登町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について ５２頁

認定第４号 令和６年度能登町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について ５３頁

認定第５号 令和６年度能登町水道事業会計決算の認定について ５４頁

認定第６号 令和６年度能登町下水道事業会計決算の認定について ５５頁

認定第７号 令和６年度能登町病院事業会計決算の認定について ５６頁
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議案第７６号 

能登町地区集会所等条例の一部を改正する条例について 

能登町地区集会所等条例の一部を改正する条例を別紙のように改正する。 

  令和７年９月５日提出 

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法
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能登町地区集会所等条例の一部を改正する条例 

能登町地区集会所等条例（平成17年能登町条例第18号）の一部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に対応する部分を同表の改正案の欄のように改める。 

改正案 現行 

（名称及び位置） （名称及び位置） 

第2条 集会所等の名称及び位置は、次のとおりとする。 第2条 集会所等の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

（略） 

大平地区集会所 能登町字宇出津山分25字218番地 

  

猪平地区集会所 能登町字猪平53字1番地 

羽根地区集会所 能登町字羽根8字7番地 

  

源平多目的集会所 能登町字宇出津山分17字68番地 

（略） 

当目多目的研修セン

ター 

能登町字当目38字153番地 

名称 位置 

（略） 

大平地区集会所 能登町字宇出津山分25字218番地 

宇加塚集落センター 能登町字宇加塚2字82番地2 

猪平地区集会所 能登町字猪平53字1番地 

羽根地区集会所 能登町字羽根8字7番地 

鮭尾多目的集会所 能登町字鮭尾6字（下代）220番地 

源平多目的集会所 能登町字宇出津山分17字68番地 

（略） 

当目多目的研修セン

ター 

能登町字当目38字153番地 
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改正案 現行 

  

寺五地区生活改善セ

ンター 

能登町字五郎左エ門分竹部20番地

2 

久田農事集会所 能登町字久田21字49番地 

  

大箱集会所 能登町字大箱1字65番地 

  

五十里集会場 能登町字五十里ウ部77番地 

  

石井集会場 能登町字石井リ部3番地 

（略） 

鈴ヶ嶺集会場 能登町字鈴ヶ嶺ヘ部29番地 

  

十郎原集落センター 能登町字十郎原ワ部50番地 

寺五地区生活改善セ

ンター 

能登町字五郎左エ門分竹部20番地

2 

久田農事集会所 能登町字久田21字49番地 

上長尾集会所 能登町字上長尾ル部2番地 

大箱集会所 能登町字大箱1字65番地 

鴨川集会場 能登町字鴨川ワ部20番地1 

五十里集会場 能登町字五十里ウ部77番地 

笹川集会場 能登町字笹川井部20番地 

石井集会場 能登町字石井リ部3番地 

（略） 

鈴ヶ嶺集会場 能登町字鈴ヶ嶺ヘ部29番地 

国光集会所 能登町字国光ル部65番地1 
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改正案 現行 

重年集会所 能登町字柳田3字26番地1 

  

  

河ヶ谷集会場 能登町字河ヶ谷3字19番地乙 

（略） 
 

重年集会所 能登町字柳田3字26番地1 

北河内集会所 能登町字北河内タ部55番地 

中ノ又集会所 能登町字上町り部123番地1 

河ヶ谷集会場 能登町字河ヶ谷3字19番地乙 

（略） 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第７７号 

  

   職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

  

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように改正する。 

  

  令和７年９月５日提出 

  

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法    
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職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成17年能登町条例第33号）の一部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に対応する部分を同表の改正案の欄のように改める。 

改正案 現行 

（介護休暇） （介護休暇） 

第15条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以

下この項において同じ。）、父母、子、配偶者の父母そ

の他規則で定める者（第17条の3第1項において「配偶者

等」という。）で負傷、疾病又は老齢により規則で定め

る期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をい

う。以下同じ。）の介護をするため、任命権者が規則の

定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の

各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3

回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定

する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務

しないことが相当であると認められる場合における休暇

とする。 

第15条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以

下この項において同じ。）、父母、子、配偶者の父母そ

の他規則で定める者（第17条の2第1項において「配偶者

等」という。）で負傷、疾病又は老齢により規則で定め

る期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者をい

う。以下同じ。）の介護をするため、任命権者が規則の

定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の

各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3

回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定

する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務

しないことが相当であると認められる場合における休暇

とする。 

2・3 （略） 2・3 （略） 

（妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意

向確認等） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿ 

第17条の2 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例 ＿＿＿＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改正案 現行 

（平成17年能登町条例第33号）第24条第1項の措置を講ず

るに当たっては、同条の規定による申出をした職員（以

下この項において「申出職員」という。）に対して、次

に掲げる措置を講じなければならない。 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措

置（次号において「出生時両立支援制度等」とい

う。）その他の事項を知らせるための措置 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出（以下

「請求等」という。）に係る申出職員の意向を確認す

るための措置 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿ 

(3) 職員の育児休業等に関する条例第24条第1項の規定

による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申

出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後

に発生し、又は発生することが予想される職業生活と

家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事

項に係る申出職員の意向を確認するための措置 

 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員（以下こ

の項において「対象職員」という。）に対して、規則で

定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならな

い。 

_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿_ 
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改正案 現行 

 

(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措

置（次号において「育児期両立支援制度等」とい

う。）その他の事項を知らせるための措置 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意

向を確認するための措置 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児

に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又

は発生することが予想される職業生活と家庭生活との

両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象

職員の意向を確認するための措置 

 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

3 任命権者は、第1項第3号又は前項第3号の規定により意

向を確認した事項の取扱いに当たっては、当該意向に配

慮しなければならない。 

 

_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対す

る意向確認等） 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対す

る意向確認等） 

第17条の3 （略） 第17条の2 （略） 

2 （略） 

 

2 （略） 

 

（勤務環境の整備に関する措置） （勤務環境の整備に関する措置） 
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改正案 現行 

第17条の4 （略） 第17条の3 （略） 

附 則 

 （施行期日） 

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 任命権者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、この条例による改正後の職員の勤務時

間、休暇等に関する条例第17条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合に

おいて、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。 

ー　12　ー



議案第７８号 

  

   職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

  

 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように改正する。 

  

  令和７年９月５日提出 

  

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法    
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職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

職員の育児休業等に関する条例（平成17年能登町条例第34号）の一部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に対応する部分を同表の改正案の欄のように改める。 

改正案 現行 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第20条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次

に掲げる職員とする。 

第20条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、次

に掲げる職員とする。 

(1) （略） (1) （略）

(2) 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員以

外の非常勤職員（地方公務員法第22条の4第1項に規定

する短時間勤務の職を占める職員（以下「定年前再任

用短時間勤務職員等」という。）を除く。次条におい

て同じ。） 

(2) 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して

規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員（地方公務

員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占め

る職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員等」とい

う。）を除く。） 

（第1号部分休業の承認） （部分休業の承認） 

第21条 育児休業法第19条第2項第1号に掲げる範囲内で請

求する同条第1項に規定する部分休業（以下「第1号部分

休業」という。）の承認は、30分を単位として行うもの

とする。 

第21条 部分休業（育児休業法第19条第1項に規定する部分

休業をいう。以下同じ。）の承認は、勤務時間等条例第2

条第1項に規定する正規の勤務時間（非常勤職員（定年前

再任用短時間勤務職員等を除く。以下この条において同

じ。）にあっては、当該非常勤職員について定められた

勤務時間）の始め又は終わりにおいて、30分を単位とし

て行うものとする。 

2 労働基準法第67条の規定による育児時間（以下「育児時

間」という。）又は勤務時間等条例第15条の2第1項の規

2 労働基準法第67条の規定による育児時間（以下「育児時

間」という。）又は勤務時間等条例第15条の2第1項の規
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改正案 現行 

定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員（非常

勤職員を除く。）に対する第1号部分休業の承認について

は、1日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間

の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない

範囲内で行うものとする。 

定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員（非常

勤職員を除く。）に対する部分休業の承認については、1

日につき2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認

を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内

で行うものとする。 

3 非常勤職員に対する第1号部分休業の承認については、1

日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた

勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で

（当該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成3年法律第76号）第61条の2第20項の規定による介護を

するための時間（以下「介護をするための時間」とい

う。）の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該

時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間

又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤務しな

い時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとす

る。 

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日に

つき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務

時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で（当

該非常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児

又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成3年

法律第76号）第61条の2第20項の規定による介護をするた

めの時間（以下「介護をするための時間」という。）の

承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超

えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該

介護をするための時間の承認を受けて勤務しない時間を

減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

（第2号部分休業の承認） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

第21条の2 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内で

請求する同条第1項に規定する部分休業（以下「第2号部

分休業」という。）の承認は、1時間を単位として行うも

＿＿＿＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改正案 現行 

のとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、

それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認

することができる。 

＿＿＿＿＿_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とし

た時間がある場合であって、当該勤務時間の全てにつ

いて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある

場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請

求があったとき 当該残時間数 

 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期間） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第21条の3 育児休業法第19条第2項の条例で定める1年の期

間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 

 

＿＿＿＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

（育児休業法第19条第2項第2号の規則で定める時間を基

準として条例で定める時間） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第21条の4 育児休業法第19条第2項第2号の規則で定める時

間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる

職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。 

＿＿＿＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(1) 非常勤職員以外の職員 77時間30分 ＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの

勤務時間数に10を乗じて得た時間 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 
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改正案 現行 

  

（育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の事情） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

第21条の5 育児休業法第19条第3項の条例で定める特別の

事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配

偶者と別居したことその他の同条第2項の規定による申出

時に予測することができなかった事実が生じたことによ

り同条第3項の規定による変更（以下「第3項変更」とい

う。）をしなければ同項の職員の小学校就学の始期に達

するまでの子の養育に著しい支障が生じると任命権者が

認める事情とする。 

 

＿＿＿＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） （部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第22条 職員が育児休業法第19条第1項に規定する部分休業

の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第13条第1

項（当該職員が会計年度任用職員の場合にあっては、能

登町会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年

能登町条例第8号。以下「会計年度任用職員給与等条例」

という。）第11条又は第31条）の規定にかかわらず、そ

の勤務しない1時間につき、同条例第17条（当該職員が会

計年度任用職員の場合にあっては、会計年度任用職員給

与等条例第15条又は第30条第1項）に規定する勤務1時間

当たりの給与額を減額して支給する。 

第22条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合に

は、給与条例第13条第1項（当該職員が会計年度任用職員

の場合にあっては、能登町会計年度任用職員の給与等に

関する条例（令和元年能登町条例第8号。以下「会計年度

任用職員給与等条例」という。）第11条又は第31条）の

規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例

第17条（当該職員が会計年度任用職員の場合にあって

は、会計年度任用職員給与等条例第15条又は第30条第1

項）に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給

する。 
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改正案 現行 

（部分休業の承認の取消事由） （部分休業の承認の取消事由） 

第23条 育児休業法第19条第6項において準用する育児休業

法第5条第2項の条例で定める事由は、職員が第3項変更を

したときとする。 

第23条 第13条の規定は、部分休業について準用する。 

附 則 

 （施行期日） 

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。 

 （経過措置） 

2 育児休業法第19条第2項第2号に掲げる範囲内において、この条例の施行の日から令和8年3月31日までの間における部

分休業の承認の請求をする場合におけるこの条例による改正後の職員の育児休業等に関する条例第21条の4の規定の適

用については、同条第1号中「77時間30分」とあるのは「38時間45分」と、同条第2号中「10」とあるのは「5」とす

る。 
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議案第７９号 

  

   企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例について 

  

 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように改正する。 

  

  令和７年９月５日提出 

  

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法    
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企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例 

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成17年能登町条例第157号）の一部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に対応する部分を同表の改正案の欄のように改める。 

改正案 現行 

（給与の減額） （給与の減額） 

第18条 （略） 第18条 （略） 

2 職員が部分休業（当該職員がその小学校就学の始期に達

するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一

部（2時間を超えない範囲内又は一年につき管理者が指定

する時間を超えない範囲内の時間に限る。）を勤務しな

いことをいう。）又は介護休暇（当該職員が配偶者、父

母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負

傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり

日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、

勤務しないことが相当であると認められる場合における

休暇をいう。）の承認を受けて勤務しない場合には、前

項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤

務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

 

2 職員が部分休業（当該職員がその3歳に満たない子を養

育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと

をいう。）又は介護休暇（当該職員が配偶者、父母、

子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾

病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生

活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務し

ないことが相当であると認められる場合における休暇を

いう。）の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規

定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時

間当たりの給与額を減額して給与を支給する。 

 

附 則 

この条例は、令和7年10月1日から施行する。 
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議案第８０号 

能登町ビジネスホテル誘致条例の制定について 

能登町ビジネスホテル誘致条例を別紙のように定める。 

  令和７年９月５日提出 

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法
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議案第８１号 

  

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 

  

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように改正する。 

  

  令和７年９月５日提出 

  

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法    
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特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成17年能登町条例第41号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の現行の欄に対応する部分を同表の改正案の欄のように改める。 

改正案 現行 

（報酬） （報酬） 

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。 第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

ただし、特に必要あると認めた場合は、予算の範囲内で

任命権者が定めた額とする。 

2 前項に掲げる者のほか、附属機関の構成員その他の特別

職の職員に対する報酬の額は、日額5,700円を超えない範

囲内（その特殊性その他特別の事由により特に必要があ

ると認めた場合は、町長の定める額）で任命権者が定め

る。ただし、町長以外の任命権者は、あらかじめ町長と

協議しなければならない。 

 

_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿_＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

（費用弁償） （費用弁償） 

第4条 （略） 第4条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 第2条に規定する者に支給する旅費の額は、任命権者が

定める。 

3 第2条ただし書に規定する者に支給する旅費の額は、任

命権者が定める。 

4 （略） 

 

4 （略） 
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改正案 現行 

別表（第2条関係） 別表（第2条関係） 

職名 報酬の額 

（略） 

職名 報酬の額 

（略） 

条例に基づき設置

した委員会 

委員長は、日額5,700円、委員は、

日額5,200円。ただし、大学教授、

弁護士、医師は、日額12,000円を限

度として定めることができる。 

附 則 

 （施行期日） 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

2 この条例の施行前にしたこの条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規

定による報酬に係る処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用

弁償に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。 
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議案第８２号 

能登町税条例の一部を改正する条例について 

能登町税条例の一部を改正する条例を別紙のように改正する。 

  令和７年９月５日提出 

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法
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能登町税条例の一部を改正する条例 

能登町税条例（平成17年能登町条例第51号）の一部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に対応する部分を同表の改正案の欄のように改める。 

改正案 現行 

（公示送達） （公示送達） 

第18条 法第20条の2の規定による公示送達は、公示事項

（同条第2項に規定する公示事項をいう。以下この条にお

いて同じ。）を地方税法施行規則（昭和29年総理府令第

23号。以下「施行規則」という。）第1条の8第1項に規定

する方法により不特定多数の者が閲覧することができる

状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された

書面を能登町公告式条例（平成17年能登町条例第3号）第

2条第2項に規定する掲示場に掲示し、又は公示事項を町

の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したもの

の閲覧をすることができる状態に置く措置をとることに

よってするものとする。 

 

第18条 法第20条の2の規定による公示送達は、能登町公告

式条例（平成17年能登町条例第3号）第2条第2項に規定す

る掲示場に掲示して行うものとする。 

 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第18条の3 施行規則第1条の9第2号に規定する事項は、道

路運送車両法（昭和26年法律第185号）第59条第1項に規

定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天

災その他やむを得ない事由により種別割を滞納している

場合においてその旨とする。 

 

第18条の3 地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23号。

以下「施行規則」という。）第1条の9第2号に規定する事

項は、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第59条第

1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車に

ついて天災その他やむを得ない事由により種別割を滞納

している場合においてその旨とする。 
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（所得控除） （所得控除） 

第34条の2 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号

のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及

び第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費

控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除

額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除

額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配

偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額又は特定親

族特別控除額を、前年の合計所得金額が2,500万円以下で

ある所得割の納税義務者については、同条第2項、第6項

及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の

前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額

又は山林所得金額から控除する。 

 

第34条の2 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号

のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第1項及

び第3項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費

控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除

額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除

額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配

偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、前年

の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務

者については、同条第2項、第6項及び第11項の規定によ

り基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算

定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から

控除する。 

 

（町民税の申告） （町民税の申告） 

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日まで

に、施行規則第5号の4様式（別表）による申告書を町長

に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項

又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支

払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在におい

て給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中に

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者は、3月15日まで

に、施行規則第5号の4様式（別表）による申告書を町長

に提出しなければならない。ただし、法第317条の6第1項

又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支

払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在におい

て給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中に
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おいて給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第48

条の9の7に規定するものを除く。）、小規模企業共済等

掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤

労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者

（前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限

る。）の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と

生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が95万円以

下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しない

ものに係るものを除く。）、法第314条の2第4項に規定す

る扶養控除額若しくは特定親族特別控除額（特定親族

（同条第1項第12号に規定する特定親族をいう。第36条の

3の2第1項第3号及び第36条の3の3第1項において同じ。）

（前年の合計所得金額が 85万円以下であるものに限

る。）に係るものを除く。）の控除又はこれらと併せて

雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8

項に規定する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する

純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の7の

規定により控除すべき金額（以下この条において「寄附

金税額控除額」という。）の控除を受けようとするもの

を除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を

おいて給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第48

条の9の7に規定するものを除く。）、小規模企業共済等

掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤

労学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義務者

（前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限

る。）の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と

生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が95万円以

下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しない

ものに係るものを除く。）若しくは法第314条の2第4項に

規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除

額若しくは医療費控除額の控除、法第313条第8項に規定

する純損失の金額の控除、同条第9項に規定する純損失若

しくは雑損失の金額の控除若しくは第34条の7第1項及び

第2項の規定により控除すべき金額（以下この条において

「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようとす

るものを除く。以下この条において「給与所得等以外の

所得を有しなかった者」という。）及び第24条第2項に規

定する者（施行規則第2条の2第1項の表の上欄の（二）に

掲げる者を除く。）については、この限りでない。 
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有しなかった者」という。）及び第24条第2項に規定する

者（施行規則第2条の2第1項の表の上欄の（二）に掲げる

者を除く。）については、この限りでない。 

2～9 （略） 

 

2～9 （略） 

 

（個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者（以下この

条において「給与所得者」という。）で町内に住所を有

するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に

規定する給与等の支払者（以下この条において「給与支

払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受ける日

の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由し

て、町長に提出しなければならない。 

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者（以下この

条において「給与所得者」という。）で町内に住所を有

するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に

規定する給与等の支払者（以下この条において「給与支

払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受ける日

の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由し

て、町長に提出しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 (3) 扶養親族の氏名 

(4) （略） (4) （略） 

2～6 （略） 

 

2～6 （略） 

 

（個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申

告書） 

（個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申

告書） 
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第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の

施行地において同項に規定する公的年金等（所得税法第

203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項

において「公的年金等」という。）の支払を受ける者で

あって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金

額が900万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（退職手当等（第53条の2に規定する退職手

当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を

有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるも

のに限る。）をいう。第2号において同じ。）又は扶養親

族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退

職手当等に係る所得を有する者に限る。）若しくは特定

親族（退職手当等に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が85万円以下であるものに限る。）を有する者

（以下この条において「公的年金等受給者」という。）

で町内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に

経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金

等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」

という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日

の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を

第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項

に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の

施行地において同項に規定する公的年金等（所得税法第

203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項

において「公的年金等」という。）の支払を受ける者で

あって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得金

額が900万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（退職手当等（第53条の2に規定する退職手

当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を

有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるも

のに限る。）をいう。第2号において同じ。）又は扶養親

族（年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退

職手当等に係る所得を有する者に限る。）を有する者

（以下この条において「公的年金等受給者」という。）

で町内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際に

経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金

等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」

という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日

の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲

げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を

経由して、町長に提出しなければならない。 

ー　31　ー



改正案 現行 

経由して、町長に提出しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 (3) 扶養親族の氏名 

(4) （略） (4) （略） 

2～5 （略） 

 

2～5 （略） 

 

附 則 

 

附 則 

 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第16条の2の2 令和8年4月1日以後に第92条の2第1項の売渡

し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等（次項において

「売渡し等」という。）が行われた加熱式たばこ（第92

条第1号オに掲げる加熱式たばこをいい、第93条の2の規

定により製造たばことみなされるものを含む。以下この

条において同じ。）に係る第94条第1項の製造たばこの本

数は、同条第3項の規定にかかわらず、当分の間、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換

算した紙巻たばこ（第92条第1号アに掲げる紙巻たばこを

いう。以下この項及び次項において同じ。）の本数によ

るものとする。 

＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(1) 葉たばこ（たばこ事業法第2条第2号に規定する葉た

ばこをいう。）を原料の全部又は一部としたものを紙

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ

（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施

行規則附則第8条の4の2に規定するところにより直接加

熱することによって喫煙の用に供されるものに限

る。） 当該加熱式たばこの重量（フィルターその他

の施行規則附則第8条の4の3に規定するものに係る部分

の重量を除く。以下この項から第3項までにおいて同

じ。）の0.35グラムをもって紙巻たばこの1本に換算す

る方法。ただし、当該加熱式たばこの1本当たりの重量

が0.35グラム未満である場合にあっては、当該加熱式

たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算する方法 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式

たばこの重量の0.2グラムをもって紙巻たばこの1本に

換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの品目ごと

の1個当たりの重量が4グラム未満である場合にあって

は、当該加熱式たばこの品目ごとの1個をもって紙巻た

ばこの20本に換算する方法 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

2 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第1号ただし

書の規定の適用を受けるもの及び同項第2号ただし書の規

定の適用を受けるもの以外のものの重量を紙巻たばこの

本数に換算する場合における計算は、売渡し等が行われ

た加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該加熱

_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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改正案 現行 

式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各号

に掲げる区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこ

の本数に換算する方法により行うものとする。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

3 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの1

個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には、

その端数を切り捨てるものとする。 

_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

4 第1項第2号に掲げる加熱式たばこ（第93条の2の規定に

より製造たばことみなされるものに限る。）のうち、次

に掲げるものについては、同号ただし書の規定は、適用

しない。 

_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿_ 

(1) 第1項第1号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用

に供されるもの 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿ 

(2) 第1項第2号に掲げる加熱式たばこ（第93条の2の規

定により製造たばことみなされるものを除く。）と併

せて喫煙の用に供される加熱式たばこ（同条の規定に

より製造たばことみなされるものに限る。）であって

当該加熱式たばこのみの品目のもの 

 

＿_ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 

 

附 則 

（施行期日） 

第1条 この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 附則第16条の2の次に1条を加える改正規定及び附則第4条の規定 令和8年4月1日 

(2) 第18条及び第18条の3の改正規定並びに次条の規定 地方税法等の一部を改正する法律（令和5年法律第1号）附則
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第1条第12号に掲げる規定の施行の日 

（公示送達に関する経過措置） 

第2条 この条例による改正後の能登町税条例（以下「新条例」という。）第18条の規定は、前条第2号に掲げる規定の施

行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。 

（町民税に関する経過措置） 

第3条 新条例第34条の2及び第36条の2第1項ただし書の規定は、令和8年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、

令和7年度分までの個人の町民税については、なお従前の例による。 

2 令和8年度分の個人の町民税に係る申告書の提出に係る新条例第36条の2第1項の規定の適用については、同項ただし書

中「特定親族特別控除額（特定親族（同条第1項第12号に規定する特定親族をいう。第36条の3の2第1項第3号及び第36

条の3の3第1項において同じ。）（前年の合計所得金額が85万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）」と

あるのは、「特定親族特別控除額」とする。 

3 新条例第36条の3の2第1項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例

第36条の2第1項ただし書に規定する給与について提出する新条例第36条の3の2第1項及び第3項の規定による申告書につ

いて適用し、施行日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の能登町税条例（以下「旧条例」という。）第36条の

2第1項ただし書に規定する給与について提出した旧条例第36条の3の2第1項及び第3項の規定による申告書については、

なお従前の例による。 

4 新条例第36条の3の3第1項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和40年法律第33号）第203条の6第1

項に規定する公的年金等（同法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」とい

う。）について提出する新条例第36条の3の3第1項の規定による申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき

公的年金等について提出した旧条例第36条の3の3第1項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

（町たばこ税に関する経過措置） 

第4条 次項に定めるものを除き、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった加熱式た

ばこ（新条例附則第16条の2の2第1項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。）に係る町たばこ税につい

ては、なお従前の例による。 

2 令和8年4月1日から同年9月30日までの間に、能登町税条例第92条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消

費等が行われた加熱式たばこに係る同条例第94条第1項の製造たばこの本数は、同条第3項及び新条例附則第16条の2の2

の規定にかかわらず、次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。 
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(1) 能登町税条例第94条第3項の規定により換算した紙巻たばこ（新条例附則第16条の2の2第1項に規定する紙巻たば

こをいう。次号において同じ。）の本数に0.5を乗じて計算した製造たばこの本数 

(2) 新条例附則第16条の2の2の規定により換算した紙巻たばこの本数に0.5を乗じて計算した製造たばこの本数 

3 前項各号に掲げる製造たばこの本数に1本未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。 
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議案第８３号 

  

   能登町都市計画税条例の一部を改正する条例について 

  

 能登町都市計画税条例の一部を改正する条例を別紙のように改正する。 

  

  令和７年９月５日提出 

  

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法    
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能登町都市計画税条例の一部を改正する条例 

能登町都市計画税条例（平成17年能登町条例第52号）の一部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に対応する部分を同表の改正案の欄のように改める。 

改正案 現行 

別表第1（第2条関係） 別表第1（第2条関係） 

大字 小字 地番 

宇出津 イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト

 チ リ ヌ ヲ カ ヨ 

タ レ ソ ツ 子 ナ ラ

 ム ウ 井 ノ オ ク 

ヤ マ 田之浦 

一部 

（略） 
 

大字 小字 地番 

宇出津 イ ロ ハ ニ ホ ヘ ト

 チ リ ヌ ヲ カ ヨ 

タ レ ソ ツ 子 ナ ラ

 ム ウ 井 ノ オ ク 

ヤ マ 

一部 

（略） 
 

別表第2（第2条関係） 別表第2（第2条関係） 

大字 小字 地番 

宇出津 ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ

 リ ヌ ル ヲ ワ カ 

タ レ ソ ツ 子 ナ ラ

 ム 井 ノ 田之浦 

一部 

（略） 

  

大字 小字 地番 

宇出津 ロ ハ ニ ホ ヘ ト チ

 リ ヌ ル ヲ ワ カ 

タ レ ソ ツ 子 ナ ラ

 ム 井 ノ 

一部 

（略） 
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改正案 現行 

  

附 則 

この条例は、令和7年10月1日から施行する。 
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議案第８４号 

  

   能登町農業委員会の委員等の定数に関する条例の一部を改正する条例について 

  

 能登町農業委員会の委員等の定数に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように改正する。 

  

  令和７年９月５日提出 

  

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法    
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能登町農業委員会の委員等の定数に関する条例の一部を改正する条例 

能登町農業委員会の委員等の定数に関する条例（平成29年能登町条例第13号）の一部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に対応する部分を同表の改正案の欄のように改める。 

改正案 現行 

（推進委員の定数） （推進委員の定数） 

第3条 能登町農業委員会の推進委員の定数は、12人とす

る。 

 

第3条 能登町農業委員会の推進委員の定数は、18人とす

る。 

 

附 則 

この条例は、令和8年7月20日から施行する。 
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議案第８５号 

  

   能登町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について 

  

 能登町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように改正する。 

  

  令和７年９月５日提出 

  

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法    
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能登町病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

能登町病院事業の設置等に関する条例（平成17年能登町条例第160号）の一部を次のように改正する。 

次の表の現行の欄に対応する部分を同表の改正案の欄のように改める。 

改正案 現行 

（経営の基本） （経営の基本） 

第2条 （略） 第2条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 病院事業の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。 3 病院事業の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。 

名称 診療科目 病床数 

公 立 宇 出 津

総合病院 

内科、循環器科、外科、消

化器科、耳鼻咽喉科、産婦

人科、神経科精神科、眼

科、整形外科、小児科、泌

尿器科、皮膚科、放射線

科、脳神経外科、小児外

科、リハビリテーション

科、心臓血管外科 

一 般 病 床 

90床 

（略） 

名称 診療科目 病床数 

公 立 宇 出 津

総合病院 

内科、循環器科、外科、消

化器科、耳鼻咽喉科、産婦

人科、神経科精神科、眼

科、整形外科、小児科、泌

尿器科、皮膚科、放射線

科、脳神経外科、小児外

科、リハビリテーション

科、心臓血管外科 

一 般 病 床 

100床 

（略） 
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改正案 現行 

4 （略） 

 

4 （略） 

 

附 則 

この条例は、令和7年9月30日から施行する。 
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議案第８６号 

 

請負契約の締結の変更について 

 

令和７年第２回能登町議会３月定例会議において議決された議決第４１号「請負契約の締結の変更について」

のうち、その一部を次のように変更するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求

める。 

 

令和７年９月５日提出 

 

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法    

 

契約金額 １１０，２４８，６００円を１０９，０４５，２００円に改める。 
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議案第８７号 

 

請負契約の締結の変更について 

 

令和７年第２回能登町議会３月定例会議において議決された議決第４３号「請負契約の締結について」のうち、

その一部を次のように変更するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。  

 

令和７年９月５日提出 

 

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法    

 

契約金額 ７７，３０８，０００円を７９，４２０，０００円に改める。 
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議案第８８号 

 

請負契約の締結の変更について 

 

令和７年第２回能登町議会３月定例会議において議決された議決第４４号「請負契約の締結について」のうち、

その一部を次のように変更するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。  

 

令和７年９月５日提出 

 

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法    

 

契約金額 ７１，０２７，０００円を７３，７５５，０００円に改める。 
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議案第８９号 

 

請負契約の締結の変更について 

 

令和７年第２回能登町議会３月定例会議において議決された議決第４５号「請負契約の締結について」のうち、

その一部を次のように変更するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。  

 

令和７年９月５日提出 

 

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法    

 

契約金額 ６６，４８４，０００円を７９，００２，０００円に改める。 
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議案第９０号

請負契約の締結について

請負契約を次のように締結するため、地方自治法第９６条第１項第５号の規定により、議会の議決を求める。

令和７年９月５日提出

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法 

１ 契 約 の 目 的 令和７年度 桜木団地浄化槽復旧工事 

２ 契 約 の 方 法 指名競争入札 

３ 契 約 金 額  ６２，０９５，０００円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ５，６４５，０００円）

４ 契約の相手方   住 所 石川県鳳珠郡能登町字鵜川２５字５ノ５番地 

氏 名 須美矢建設株式会社

代表取締役 中谷 宣章
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認定第１号 

令和６年度能登町一般会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度能登町一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり議会の認定に

付する。 

令和７年９月５日提出 

  石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法
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認定第２号 

令和６年度能登町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度能登町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり

議会の認定に付する。 

令和７年９月５日提出 

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法
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認定第３号 

 

令和６年度能登町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度能登町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別冊のとお

り議会の認定に付する。 

 

令和７年９月５日提出 

 

  石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法    
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認定第４号 

 

令和６年度能登町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度能登町介護保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり議会

の認定に付する。 

 

令和７年９月５日提出 

 

  石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法    
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認定第５号 

令和６年度能登町水道事業会計決算の認定について 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度能登町水道事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付

する。 

  令和７年９月５日提出 

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法 

ー　54　ー



認定第６号 

  

   令和６年度能登町下水道事業会計決算の認定について 

  

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度能登町下水道事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に

付する。 

  

  令和７年９月５日提出 

  

石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法 
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認定第７号 

令和６年度能登町病院事業会計決算の認定について 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度能登町病院事業会計決算を別冊のとおり議会の認定に付

する。 

  令和７年９月５日提出 

  石川県鳳珠郡能登町長 吉 田 義 法
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